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    開  会   午前９時３０分 

議長（西 昭夫君） 皆さん、おはようございます。 

  今年の夏は酷暑日が続き、例年にない暑さが続きました。ようやく朝夕には少し涼しさを

感じるようになりましたが、体調管理に御留意くださいますよう、申し添えます。 

  本日、ここに令和５年９月第３回笠置町議会定例会が招集されましたところ、御出席を賜

り、厚くお礼を申し上げます。 

  本定例会に提案されます各議案につきまして、慎重に御審議をいただきますとともに、町

長はじめ職員におかれましては、適正かつ明確な答弁をするよう御留意いただき、議会運営

がスムーズに進みますよう、皆様の御協力をお願い申し上げます。 

──────────────────────────────────── 

議長（西 昭夫君） ただいまから令和５年９月第３回笠置町議会定例会を開会します。 

  これから本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。 

──────────────────────────────────── 

議長（西 昭夫君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、５番坂本英人議員及び６番田中良

三議員を指名します。 

  以上の両議員に差し支えのある場合には、次の議席の議員にお願いをいたします。 

──────────────────────────────────── 

議長（西 昭夫君） 日程第２、会期決定の件を議題とします。 

  お諮りします。本定例会の会期は、本日から１０月５日までの２２日間としたいと思いま

す。御異議ございませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議長（西 昭夫君） 異議なしと認めます。会期は本日から１０月５日までの２２日間に決定

しました。 

──────────────────────────────────── 

議長（西 昭夫君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  議会報告を行います。 

  去る７月２０日、京都市内において、京都府町村議会議長会主催の令和５年度京都府町村

議会議員研修会が開催され、議員の皆様と共に出席をいたしました。議員としての資質のさ
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らなる向上と情報収集を図るため、２名の講師による講演を拝聴いたしました。 

  ７月２８日、伊賀城和定住自立圏構成市町村の伊賀市、山添村、南山城山村及び笠置町の

正副議会議長による意見交換会が伊賀市で行われ、由本副議長と共に出席いたしました。各

市町村が抱える課題について意見交換を行いました。 

  ８月７日、精華町役場におきまして、相楽地域町村議会議員研修会が開催され、議員の皆

様と共に出席をいたしました。精華町、和束町、南山城村の議員の皆様と共に、京都府立大

学の中村佐織教授による「ハラスメント問題の予防と解決に向けた議員力 コミュニケーシ

ョンを活用して」と題した講義を受けました。 

  ８月２５日、京都府町村議会議長会による、令和５年度府政懇談会が開催され出席いたし

ました。京都府知事をはじめ副知事、府幹部の出席の下、各町村議会から要望を行いました。

笠置町議会からは、国道１６３号線の歩道整備など、安全対策の構築に向けてと府道等にお

いて、強靭で広域的な道路の整備もしくは迂回路の整備など、防災道路を確保できるように

対策を講じていただくよう、文書にて要望いたしました。 

  ９月３日、亀岡市において、令和５年度京都府総合防災訓練が開催され、出席いたしまし

た。地域の防災力を向上させるため、情報収集や伝達訓練等が行われました。 

  これに伴いまして、議会会議規則第１２９条の規定により議員派遣を行いました。 

  以上、議会報告といたします。 

  議会運営上、今定例会におきまして不穏当な発言があった場合には、後日、会議録を調査

し、善処いたします。 

  次に、町長から行政報告の申出がありました。これを許します。町長。 

町長（中 淳志君） 皆さん、おはようございます。 

  本日、ここに令和５年第３回笠置町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位には

御多用の中、御出席を賜り、厚く御礼申し上げます。 

  今年の夏は長く猛暑日が続きましたが、朝夕にはようやく秋の気配が見られるようになり

ました。９月９日には秋晴れの下、笠置中学校の体育大会が挙行され、練習の成果を思う存

分発揮する姿を見て、エールを送ってまいりました。 

  それでは、町政の状況について御報告させていただきます。 

  まず、新型コロナウイルス感染症に関連した事項ですが、５月８日に感染症法上の分類が

５類に移行されてから、マスクの着用は個人の判断となるなど、対策は一律ではなくなり、

人の往来など、活動も活発になっています。 



５ 

  ７月２日には、笠置いこいの館で、ワクチンの集団接種を実施ましたが、京都府での定点

医療機関当たりの７月１０日から１６日の１週間の感染者数が１０人を超え、その後も増加

傾向となり、８月２８日から９月８日までの感染者数は１６．５３人となりました。ただい

まのところ、町内の感染者数の把握はできませんが、周辺でも感染者数は増加していると体

感しております。予防接種の効果もあってか重症化の患者数は減少しておりますが、インフ

ルエンザの感染が増加していることもあり、それぞれが感染対策を取っていただきますよう

お願い申し上げます。 

  続いて、これからのイベントについて御報告いたします。 

  １１月に、笠置もみじまつりとして１日から１か月間、恒例のライトアップを実施いたし

ます。また、来年１月２８日には、仮称となっておりますが、２０２４・食の祭典「ＫＡＳ

ＡＧＩ鍋フェスタ」を実施する予定でございます。本格的なイベントは、令和元年１２月の

第１０回鍋フェスタ以降、久しぶりの事業実施でございまして、皆様方の御協力なくしては

進まないものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  最後に、相楽東部広域連合の報告をいたします。 

  ６月２９日に、前和束町長の堀町長が不慮の事故によって御逝去され、平沼村長に職務代

理を務めていただいておりましたが、９月１２日に連合長選挙を実施し、連合長に南山城村

の平沼村長が選任されました。連合としての課題も山積しておりますが、今後も引き続いて

３町村連携を取り進めてまいりますので、議員の皆様方の御協力を賜りますようお願い申し

上げます。 

  今回、本定例会に御提案申し上げます案件は、報告２件、決算認定５件、議事案件は補正

予算３件を含む５件でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げまして、行

政報告といたします。 

議長（西 昭夫君） これで諸般の報告を終わります。 

──────────────────────────────────── 

議長（西 昭夫君） 日程第４、議案第４１号、笠置町過疎地域持続的発展基金条例制定の件

を議題とします。 

  本件について提案理由の説明を認めます。町長。 

町長（中 淳志君） 議案第４１号、笠置町過疎地域持続的発展基金条例制定の件について、

提案理由を申し上げます。 

  令和３年度に策定いたしました笠置町過疎地域持続的発展計画に定める事業を実施するた
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めの財源として基金を積み立てることとして、条例を制定するものです。 

  御審議いただき、御承認賜りますようお願い申し上げます。以上です。 

議長（西 昭夫君） 議案の説明を求めます。総務財政課担当課長。 

総務財政課担当課長（森本貴代君） それでは、議案第４１号、笠置町過疎地域持続的発展基

金条例制定の件について説明させていただきます。 

  この基金は、過疎計画持続的発展計画に定める事業のうち、主に特別事業、いわゆるソフ

ト事業として計画するものの経費に充当するために設置したいと考えておりまして、基金を

積み立てる財源としましては、過疎対策事業債のソフト事業分の発行を予定しております。 

  それでは、２枚目を御覧ください。 

  第１条では、この基金を設置する目的について定めております。 

  笠置町過疎地域持続的発展計画に定めております交通手段の確保、地域医療の確保、集落

維持及び活性化などの事業の経費に充当するため、設置するとしています。 

  第２条では、積立額について、予算で定める額としています。 

  第３条では、基金に属する現金の管理方法について定めています。 

  第４条では、運用収益については、予算に計上し、基金に編入することと規定しています。 

  第５条と第６条では、基金の処分、繰替運用について、第７条では、委任事項について定

めています。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） 本案につきましては、本日は提案理由の説明にとどめます。 

──────────────────────────────────── 

議長（西 昭夫君） 日程第５、議案第４２号、笠置町特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例一部改正の件を議題とします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。町長。 

町長（中 淳志君） 議案第４２号、笠置町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例一部改正の件について、提案理由を御説明申し上げます。 

  就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法

律第７７号）が改正されたことに伴い、条例の一部を改正しようとするものです。 

  施行日は公布の日からでございます。 

  よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。以上です。 

議長（西 昭夫君） 議案の説明を求めます。保健福祉課長。 

保健福祉課長（岩﨑久敏君） それでは、議案第４２号、笠置町特定教育・保育施設及び特定
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地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例一部改正の件について説明をさせていただ

きます。 

  今回の一部改正につきましては、町長の提案理由にもありましたとおり、就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律が改正されたことに伴い、条例の

一部を改正しようとするものでございます。 

  新旧対照表で説明をさせていただきます。 

  ２ページをお願いいたします。 

  就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第３条第１１項

が繰り上げられることに伴い、同項の規定を引用しております第１５条第１項第２号中「同

条第１１項」を「同条第１０項」に改めるものでございます。 

  よろしくお願いいたします。 

議長（西 昭夫君） 本案につきましても、本日は提案理由の説明にとどめます。 

──────────────────────────────────── 

議長（西 昭夫君） 日程第６、議案第４３号、令和５年度笠置町一般会計補正予算（第２号）

の件を議題とします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。町長。 

町長（中 淳志君） 議案第４３号、令和５年度笠置町一般会計補正予算（第２号）について、

提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、歳入歳出総額１６億２，５０４万７，０００円に、歳入歳出それぞれ

２，５８９万円を追加し、合計を１６億５，０９３万７，０００円とするものでございます。 

  主な内容は、物価高騰として住民１人当たり５，０００円の地域振興券を配布する事業に

７０２万７，０００円、ワクチン接種事業に４３２万８，０００円などを計上しております。

財源は新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金やワクチン接種体制確保補助金な

ど、国庫支出金で１，１４３万６，０００円、町債で５００万円を充当しております。 

  御審議いただき、御承認賜りますようにお願い申し上げます。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） 議案の説明を求めます。参事兼総務財政課長事務取扱。 

参事兼総務財政課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。 

  それでは、議案第４３号、令和５年度笠置町一般会計補正予算（第２号）の件につきまし

て説明させていただきます。 

  今回の補正予算につきましては、先ほど町長からの提案理由にありましたように、
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２，５８９万円を追加いたしまして、総額を１６億５，０９３万７，０００円とするもので

ございます。 

  それでは、内容につきまして説明させたいただきます。 

  まず、８ページ、歳入から説明させていただきます。 

  １款町税につきましては、固定資産税におきまして、土地、家屋、償却資産それぞれ現年

度分を増額となっております。１５６万２，０００を増額しております。また、軽自動車税

におきましては、種別割の現年度分を１６万１，０００の増額としております。 

  １５款国庫支出金でございます。まず、第１項国庫負担金におきましては、新型コロナワ

クチンの接種対策国庫負担金と、また、障害者自立支援医療給付事業といたしまして

２６５万３，０００円を、２項国庫補助金では、総務マイナンバーカードに関する事務補助

金、また、新型コロナウイルスの地方創生臨時交付金といたしまして５６６万７，０００円

が総務費国庫補助金、国庫負担金と同じく新型コロナワクチンのこちらは接種体制の確保対

策事業といたしまして３１１万６，０００円で、合計８７８万３，０００円を計上いたした

ものでございます。 

  １６款府支出金につきましては、国庫負担金にありました障害者自立支援医療給付事業の

府負担分といたしまして７２万２，０００円を計上しております。 

  １つ飛ばしまして、諸収入でございます。マイナンバーカードの再交付手数料で

５，０００円の計上。 

  ２２款町債といたしましては、条例の提案をさせていただきました過疎地域持続的発展基

金の事業に積み立てるものといたしまして５００万円の計上、土木債におきましては、過疎

対策事業債から公営住宅建設事業債に切り替える振替を行ったものでございます。 

  ２０款の繰越金につきまして、財源不足の補塡のための７００万４，０００円を計上した

ものでございます。 

  それでは、１０ページ、歳出のほうの説明で、総務財政課所管のものの説明をさせていた

だきます。 

  １０ページ、２款総務費、１項総務管理費のうち、２段目、財政管理費でございます。こ

ちらは基金管理事業といたしまして、過疎地域持続的発展基金の積立てを行うために

５００万円を計上したもので、歳入でも説明いたしました地方債を財源としております。 

  続きまして、５目財産管理費でございます。庁舎管理事業といたしまして４０万

７，０００円を計上しております。こちらにつきましては、当初予算におきまして第２庁舎
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の電灯のＬＥＤ化を計上しておりましたが、実施に当たりまして再度、業者のほうに確認し

ていただいたところ、機器の増額、部品の増額、また、設置箇所、交換箇所の増加によりま

して、追加で４０万７，０００を計上いたしております。 

  続いての公用車管理事業でございます。備品購入費といたしまして９万４，０００円を計

上しております。こちらは令和５年１２月から実施されます事業所の公用車に係るアルコー

ルチェックの機器等の計上分でございます。 

  ６目企画費、新型コロナウイルス感染対策事業といたしまして、物価高騰等対策事業に

７０２万７，０００円を計上しております。住民お１人当たり５，０００円の地域振興券、

町内の事業所で使用いただける地域振興券を配布する事業といたしまして、振興券の換金分、

また、事務費等の計上となっておるものでございます。 

  総務財政課の所管いたすものにつきましては、以上となります。 

議長（西 昭夫君） 税住民課長。 

税住民課長（石原千明君） 税住民課が所管いたします予算について御説明させていただきま

す。 

  １１ページを御覧ください。 

  ２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民基本台帳費、１１節役務費におきま

して５，０００円を計上いたしております。こちらに関しましては、マイナンバーカード交

付事業といたしまして、マイナンバーの再交付手数料１，０００円分の５名を見込んでおり

ます。以上です。 

議長（西 昭夫君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（岩﨑久敏君） それでは、保健福祉課が所管いたします歳出予算について説明

をいたします。 

  １１ページをお願いいたします。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費で３２４万１，０００円を計上させて

いただいております。 

  まず、福祉医療事業で、子育て支援医療費助成事業で３０万５，０００円を計上させてい

ただいております。これにつきましては、子育て支援医療助成事業、京都府制度分の拡充に

関わるシステム改修負担金として５万４，６４０円、また、児童医療の支給町制度分につい

て令和６年４月診療分から京都府内の病院等で受診された場合、窓口負担ゼロとするための

システム改修として２５万円、合わせて３０万５，０００円を計上させていただいておりま
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す。未熟児養育医療費助成事業につきましては、令和４年度確定分による国庫支出金の返還

でございます。 

  それから、障害者自立支援給付事業でございます。障害認定区分主治医意見書作成手数料

で１万１，０００円、それから、障害程度区分認定調査委託料として８，０００円を計上、

合わせて１万９，０００円を計上させていただいております。現予算が３人分で、新規作成

が現在３人分というところで、新規があった場合に速やかに対応することが必要となるため、

予算を計上させていただいております。 

  それから、障害者自立支援医療費給付事業で２８９万円を計上させていただいております。

これにつきましては、１件２８８万円を超える給付費の請求が見込まれることから、補正で

計上させていただいております。 

  続いて、４目老人福祉費でございます。福祉医療事業で１万３，０００円を計上させてい

ただいております。これは令和４年度補助金の確定に伴う返還でございます。 

  下段、４款衛生費、１項保健衛生費、２目予防費です。 

  １２ページを御覧ください。 

  令和５年度の秋開始接種に伴います、それに関わる費用として４３２万８，０００円を計

上させていただいております。笠置町におきましては、現在１１月１９日に集団接種を予定

しております。 

  今後のスケジュールでございますけれども、６５歳以上の追加接種対象者の方には予算成

立後の１０月初旬には個別通知をさせていただきます。また、全住民宛てには１０月号のお

知らせ版でお知らせをさせていただきます。また、この１１月１９日の集団接種で都合が悪

い方につきましては、１１月２０日以降、個別で伊左治医院等での対応をさせていただきた

いというふうに考えております。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） 商工観光課長。 

商工観光課長（石川久仁洋君） 商工観光課が所管します歳出について説明をいたします。 

  １０ページを御覧ください。 

  上段２款総務費、総務管理費、一般管理費、交通公共事業、循環バス運営事業で２０万

２，０００円の補正でございます。 

  内容につきましては、需用費、消耗品費で循環バスのタイヤ代として１５万円を、役務費

手数料でその交換に関わる諸費用に１万９，０００円を計上しております。また、備品購入

費として３万３，０００円の計上でございまして、道路交通法の施行規則の一部が改正され、
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アルコール検知器使用義務化規定の施行に伴い、循環バス運転手に貸与する検知器を購入す

るものでございます。 

  次に、１３ページをお願いします。 

  上段、６款商工費、観光費、職員人件費、時間外勤務手当に４６万８，０００円の補正で

ございます。 

  内容につきましては、いこいの館再建に関わる業務の増加と、これからの観光イベントの

準備業務等に関わる時間外手当に不足が見込まれますので、補正するものでございます。 

  以上、商工観光課が所管します歳出予算の説明を終わります。 

議長（西 昭夫君） 建設産業課長。 

建設産業課長（福島 学君） 失礼いたします。 

  建設産業課が所管します歳出予算につきまして御説明させていただきます。 

  １２ページをお願いいたします。 

  ４款衛生費、１項保健衛生費、５目環境衛生費、２７節繰出金において、簡易水道特別会

計繰出金で３９２万５，０００円を計上させていただいております。 

  内容につきましては、職員人事異動等に伴う人件費等に関わるものでございます。 

  同じく１２ページ、下の段をお願いいたします。 

  ５款農林水産業費、２項林業費、２目林業振興費でございます。２４節積立金で森林環境

基金積立金で７４万８，０００円を計上させていただいております。令和４年度森林環境譲

与税の譲与額の確定に伴う差額分の積立てでございます。 

  以上で説明を終わらせていただきます。 

議長（西 昭夫君） 本案につきましても、本日は提案理由の説明にとどめます。 

──────────────────────────────────── 

議長（西 昭夫君） 日程第７、議案第４４号、令和５年度笠置町国民健康保険特別会計補正

予算（第１号）の件を議題とします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。町長。 

町長（中 淳志君） 議案第４４号、令和５年度笠置町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）の件について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正は、歳入歳出総額２億１，４３０万６，０００円に、歳入歳出それぞれ１３万

４，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２億１，４４４万円とするものです。 

  提案内容は、システム改修等に係る経費の計上でございます。 
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  よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。失礼いたしました。 

議長（西 昭夫君） 議案の説明を求めます。税住民課長。 

税住民課長（石原千明君） 議案第４４号、令和５年度笠置町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）の件につきまして御説明させていただきます。 

  歳出から説明させていただきます。 

  ８ページを御覧ください。 

  １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、１２節委託料で１３万円を計上しており

ます。全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法の一部を改正す

る法律が、令和５年５月に公布されたことに伴う国保システムの改修経費です。 

  １３節使用料及び賃借料で４，０００円を計上しております。当初計上しておりましたラ

イセンス使用料の概算見積りが確定したことによる不足分を計上しております。 

  次に、歳入の説明に移ります。 

  ７ページを御覧ください。 

  ３款国庫支出金、１項国庫補助金、２目社会保障・税番号制度システム整備費補助金にお

きまして４，０００円を計上しております。マイナンバーカードを保険証として利用してい

ただくための啓発費用分でございます。 

  ４款府支出金、１項府補助金、１目府補助金、１節保険給付費等交付金で１３万円を計上

させていただいております。先ほど歳出で説明いたしましたシステム改修費の財源充当分で

ございます。 

  以上で説明を終わります。 

議長（西 昭夫君） 本案につきましても、本日は提案理由の説明にとどめます。 

──────────────────────────────────── 

議長（西 昭夫君） 日程第８、議案第４５号、令和５年度笠置町簡易水道特別会計補正予算

（第１号）の件を議題とします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。町長。 

  議案第４５号、令和５年度笠置町簡易水道特別会計補正予算（第１号）の件について、提

案理由を御説明申し上げます。 

  今回の補正は、歳入歳出予算の総額５，９４２万円に歳入歳出それぞれ３９２万

５，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６，３３４万５，０００円とするも

のでございます。 
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  主な内容は人事異動に伴う職員人件費の増額等によるものでございます。 

  よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。以上です。 

議長（西 昭夫君） 議案の説明を求めます。建設産業課長。 

建設産業課長（福島 学君） それでは、議案第４５号、令和５年度笠置町簡易水道特別会計

補正予算（第１号）の件につきまして御説明させていただきます。 

  まず、歳入について御説明させていただきますので、７ページをお願いいたします。 

  ４款繰入金では、一般会計繰入金において３９２万５，０００円をお願いさせていただい

ております。 

  内容につきましては、人事異動等に伴う人件費財源充当分として計上させていただいてお

ります。 

  続きまして、歳出の説明に移らせていただきます。 

  ８ページをお願いいたします。 

  １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費におきましては、人事異動に伴う人件費関

係で３１８万円を計上しております。 

  次に、２款衛生費、１項上水道費、１目簡易水道施設費で７４万５，０００円を計上させ

ていただいており、内容につきましては、令和６年４月からの地方公営企業会計への移行に

伴う事務作業補助で、会計年度任用職員の雇用に６８万６，０００円、それに伴う会計年度

任用職員の旅費費用弁償として５万９，０００円でございます。 

  以上、歳出総額合計３９２万５，０００円を計上させていただいております。 

  以上で説明を終わらせていただきます。 

議長（西 昭夫君） 本案につきましても、本日は提案理由の説明にとどめます。 

  ここで休憩をします。 

休  憩   午前１０時０９分 

再  開   午前１０時２４分 

議長（西 昭夫君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

──────────────────────────────────── 

議長（西 昭夫君） 日程第９、報告第５号、令和３年度決算に基づく健全化判断比率の修正

の件について報告を求めます。町長。 

町長（中 淳志君） 報告第５号、令和３年度決算に基づく健全化判断比率の修正の件につい

て、提案理由を申し上げます。 
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  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、令和３年度決算に

基づく健全化判断比率のうち、将来負担比率について修正し、監査委員の審査に付しました

ので、意見書をつけて報告するものです。 

  以上、報告いたします。 

議長（西 昭夫君） 本件について詳細説明を求めます。参事兼総務財政課長事務取扱。 

参事兼総務財政課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。 

  報告第５号、令和３年度決算に基づく健全化判断比率の修正につきまして詳細な説明をさ

せていただきます。 

  本件につきましては、令和４年第３回笠置町議会定例会において認定いただきました令和

３年度笠置町決算に基づく健全化判断比率につきまして、算定の誤りがございましたので、

それを修正し、監査委員の審査に付させていただきました。その意見書を付して報告するも

のでございます。 

  修正の箇所でございます。 

  健全化判断比率のうち、将来負担比率につきまして１．４としていたものがゼロ％以下と

なるため、「－」の表示となるものでございます。 

  修正の原因といたしましては、算定に用います退職手当の負担見込額を過剰に計上してい

たという算定誤りがあったためで、適正な負担見込額で再度算定いたしました結果、数値が

減少したものでございます。 

  以上、説明を終わらせていただきます。 

議長（西 昭夫君） 監査委員の報告を求めます。坂本英人議会選出監査委員。 

監査委員（坂本英人君） 令和３年度決算に基づく健全化判断比率の修正に係る再審査意見書

について、御報告をさせていただきます。 

  まず先に、令和５年８月３１日に仲北代表監査委員と合議の下、笠置町長に対し、令和

３年度決算に基づく健全化判断比率の修正に係る再審査意見書、令和４年度笠置町一般会計

及び特別会計歳入歳出決算審査意見書、そして、令和４年度健全化判断比率及び資金不足比

率審査意見書の提出をしておりますことを申し添えます。 

  さて、令和３年度決算に基づく健全化判断比率において再審査を要する理由としては、将

来負担比率の算定に用いる将来負担額のうち、退職手当負担見込額が修正され、将来負担額

が減少したため、１．４％からゼロ％以下である「－」に表記修正されたためです。 

  再審査に付された修正後の健全化判断比率を記載した書類は、いずれも法令等に準拠して
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作成され、適正に作成されているものと認められました。 

  なお、赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率については修正はありませんでし

た。 

  将来負担比率が修正されたことにより、令和元年度から連続してゼロ％以下で推移してい

るところです。 

  今後においても将来の財政負担を考慮した行政運営を行い、さらなる財政の健全化に努め

られることを求めます。以上です。 

議長（西 昭夫君） これで報告第５号を終わります。 

──────────────────────────────────── 

議長（西 昭夫君） 日程第１０、報告第６号、令和４年度決算に基づく健全化判断比率及び

資金不足比率の報告の件について報告を求めます。町長。 

町長（中 淳志君） 報告第６号、令和４年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率

の報告の件について、提案理由を申し上げます。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３第１項及び第２２条第１項の規定により、

令和４年度決算に基づく財政健全化判断比率と公営企業の資金不足比率について、監査委員

の審査に付しましたので、意見書をつけて報告するものでございます。 

  以上、報告いたします。 

議長（西 昭夫君） 監査委員の意見の報告を求めます。 

  坂本英人議会選出監査委員。 

監査委員（坂本英人君） 令和４年度健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書について、

御報告させていただきます。 

  審査の概要ですが、町長から提出された実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比

率及び将来負担比率並びにその算定基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されている

かを主眼として実施いたしました。 

  審査の結果ですが、総合意見としまして、審査に付された各種比率及びその算定基礎とな

る事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されていると認められました。 

  まず、実質公債費比率とは、当該地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金及び準

元利償還金の標準財政規模に対する比率を指すものですが、本年度の実質公債費比率は前年

度と比較して０．８ポイント増加しております。この実質公債費比率は３か年平均値で求め

られており、単年度の同比率は令和２年度が５．５１％、令和３年度は５．２９％、令和
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４年度は６．９４％としており、単年度比率においてもポイントが増加しております。 

  これは、実質公債費比率を算出する際の分子に当たる地方債の元利償還金が、平成３０年

度に発行した笠置山線道路改良事業に伴う公共事業等債及び過疎対策事業債等の元金償還の

開始により増加したことが要因の１つです。しかし、分母である標準財政規模、これは１年

間で収入できると見込まれる、使途が限定されない財源となる一般財源を示しており、その

うちの臨時財政対策債発行可能額が減少しことで標準財政規模が縮小したことが大きな要因

と考えられます。 

  臨時財政対策債とは、地方自治体が標準的な行政サービスを行うための歳出に対して財源

不足がある場合、普通交付税とともに特例的な措置として発行される地方債です。その意味

合いだけを取れば、前年度以上に需要に対する財源を賄えているように見えます。しかし、

過去５年を相対的に見ると普通交付税額及び臨時財政対策債発行可能額の合計額は、新型コ

ロナウイルスによる影響を色濃く受けた令和３年度を除くと、おおむね右肩上がりで増加し

ております。 

  全ての比率に影響を及ぼす標準財政規模は、国の動向や当町の財政状況により変動し、数

年後の状況を確実に見込めないところもありますが、実質公債費比率については現在の借入

れ状況から今後も増加傾向で推移するものと推測されるため、財政状況を鑑みた上で適宜繰

上償還の実施を検討され、引き続き公債費の適正化に努めてください。 

  次に、令和４年度の資金不足比率審査意見書についてです。 

  審査の概要ですが、町長から提出された資金不足比率及びその算定基礎となる事項を記載

した書類が適正に作成されているかを主眼として実施いたしました。 

  審査の結果としまして、総合意見については審査に付された資金不足比率及び算定その基

礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されていると認められました。 

  令和４年度の資金不足比率は前年度と同様にゼロ％以下となっており、是正改善を要する

事項については特にありません。以上です。 

議長（西 昭夫君） これで報告第６号を終わります。 

──────────────────────────────────── 

議長（西 昭夫君） 日程第１１、認定第１号、令和４年度笠置町一般会計決算認定の件を議

題とします。 

  提案理由の説明を求めます。町長。 

町長（中 淳志君） 認定第１号、令和４年度笠置町一般会計決算認定の件について、提案理
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由を申し上げます。 

  令和４年度笠置町一般会計については、歳入総額１５億７，９２４万６，２１６円、歳出

総額１４億８，９６７万４，８０４円、歳入歳出差引額８，９５７万１，４１２円、明許繰

越として翌年度に繰り越すべき財源５７３万５，０００円、実質収支額８，３８３万

６，４１２円、地方自治法第２３３条の２の規定により、基金に積み立てる額５，０００万

円となっております。 

  主な事業としては、議会費では、執行部側へのマイクの増設、モニターの設置等、議場音

響等システム改修事業を、総務費では、住民の方へ地方振興券及びギフトカードを配布した

物価高騰等対策事業や京都セキュリティクラウドへの移行に伴うシステム改修及び構築など、

システム管理事業等、民生費では、笠置の将来を担う子供たちへの給付金を交付した笠置未

来っ子応援対策事業や低所得の子育て世帯に対する生活支援給付金事業、高齢者や障害のあ

る方に対する福祉事業などを、衛生費では、合併浄化槽推進事業や住民の健康づくり事業や

新型コロナウイルスワクチン接種事業を、農林水産業費では、森林整備事業や林道維持事業

を、商工費ではフォトコンテストや桜保全などの観光事業や商工事業を実施、土木費では、

長寿命化計画に基づき橋梁の維持修繕や交通安全対策としての道路維持事業、町営住宅のバ

リアフリー工事などを実施、消防費は、常備消防である相楽中部消防組合への負担金をはじ

め、消防団活動に対する事業費を支出しております。 

  御審議いただき、御承認賜りますようお願い申し上げます。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） 概要説明を求めます。会計管理者。 

会計管理者（増田紀子君） それでは、令和４年度一般会計歳入歳出決算について、概要説明

をさせていただきます。 

  これ以降、本日の全会計の説明に当たりまして、歳入につきましては、款の項目と款の項

目の予算現額、調定額、収入済額、不納欠損額、収入未済額の数値を読み上げることで、説

明に代えさせていただきます。その際、不納欠損額及び収入未済額の欄の数値がゼロの場合

は割愛させていただきます。 

  また、歳出につきましても、款の項目と款の項目の予算現額、支出済額、翌年度繰越額、

不用額の数値を読み上げることで、説明に代えさせていただきます。その際も、翌年度繰越

額の欄の数値がゼロの場合は割愛させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、まず、歳入から説明させていただきますので、決算書の１ページを御覧くださ

い。 
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  なお、参考資料は２ページから４ページとなっております。 

  町税１億４，８６３万３，０００円、１億６，５６３万３，０２８円、１億６，０１１万

３，５０４円、６万４，５２３円、５４５万５，００１円。 

  地方譲与税９４４万８，０００円、調定額、収入済額ともに１，０２２万７，０００円。 

  利子割交付金９万５，０００円、調定額、収入済額ともに５万２，０００円。 

  配当割交付金８３万４，０００円、調定額、収入済額ともに１０３万３，０００円。 

  株式等譲渡所得割交付金１１９万９，０００円、調定額、収入済額ともに７１万

１，０００円。 

  法人事業税交付金１２２万１，０００円、調定額、収入済額ともに２２３万４，０００円。 

  地方消費税交付金２，９０８万４，０００円、調定額、収入済額ともに２，７２６万

９，０００円。 

  ゴルフ場利用税交付金３，２４９万８，０００円、調定額、収入済額ともに３，４５６万

１，２０５円。 

  自動車取得税交付金１，０００円、調定額、収入済額ともに２万５，９３９円。 

  環境性能割交付金１２７万３，０００円、調定額、収入済額ともに１２３万３，０００円。 

  地方特例交付金６２万５，０００円、調定額、収入済額ともに３１万５，０００円。 

  地方交付税８億９，７７７万７，０００円、調定額、収入済額ともに８億９，０８４万

７，０００円。 

  分担金及び負担金１１５万３，０００円、調定額、収入済額ともに９０万４，４００円。 

  続いて、３ページを御覧ください。 

  使用料及び手数料１，４７８万３，０００円、１，９３１万３，８５２円、１，３７８万

９，６４６円、５５２万４，２０６円。 

  国庫支出金１億９，６０２万５，０００円、調定額、収入済額ともに１億４，６２４万

９，１８８円。 

  府支出金６，５１３万６，０００円、調定額、収入済額ともに５，７４２万３，４１９円。 

  財産収入２５８万３，０００円、調定額、収入済額ともに２７４万７，３３４円。 

  寄附金３９０万円、調定額、収入済額ともに２３０万５，０００円。 

  繰入金２，７８６万１，０００円、調定額、収入済額ともに２，２８７万４，７２１円。 

  繰越金６，１１９万５，０００円、調定額、収入済額ともに５，２０２万４，２３２円。 

  諸収入１億３４９万５，０００円、調定額、収入済額ともに１億１，０３２万
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４，６２８円。 

  町債６，３２８万２，０００円、調定額、収入済額ともに４，１９８万２，０００円。 

  歳入合計は１６億６，２１０万１，０００円、１５億９，０２８万９，９４６円、１５億

７，９２４万６，２１６円、６万４，５２３円、１，０９７万９，２０７円となります。 

  続いて、歳出の説明に移らせていただきます。 

  ５ページを御覧ください。 

  参考資料は４ページとなります。 

  議会費６，４１８万８，０００円、６，１００万７，４８９円、３１８万５１１円。 

  総務費５億２，７２１万４，３００円、４億７，３９０万５，２３７円、１，２６１万

９，０００円、４，０６９万６３円。 

  民生費３億８，７９４万１，０００円、３億５，０９８万６，５３３円、３，６９５万

４，４６７円。 

  衛生費１億４，６６０万６，０００円、１億３，８２６万６，５４９円、１７万円、

８１６万９，４５１円。 

  農林水産業費２，７６６万４，０００円、２，６６７万４，５１９円、９８万

９，４８１円。 

  商工費７，２３８万３，０００円、６，９０５万８，１６３円、３３２万４，８３７円。 

  土木費１億６，９４４万１，０００円、１億１，４１９万４，２０１円、２，８６８万

７，０００円、２，６５５万９，７９９円。 

  消防費５，７３８万８，０００円、５，６０３万８，８７８円、１３４万９，１２２円。 

  教育費６，７９６万９，０００円、６，０８１万２，９２９円、７１５万６，０７１円。 

  続いて、７ページを御覧ください。 

  公債費１億３，８２９万７，７５３円、１億３，８２９万７，６１０円、１４３円。 

  諸支出金、予算現額、不用額ともに１，０００円。 

  災害復旧費２２０万５，０００円、４３万２，６９６円、１７７万２，３０４円。 

  予備費、予算現額、不用額ともに８０万２，９４７円。 

  歳出合計は１６億６，２１０万１，０００円、１４億８，９６７万４，８０４円、

４，１４７万６，０００円、１億３，０９５万１９６円となります。 

  続いて、１１１ページを御覧ください。 

  実質収支に関する調書です。 
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  歳入総額が１５億７，９２４万６，２１６円、歳出総額が１４億８，９６７万

４，８０４円、歳入歳出差引額は８，９５７万１，４１２円、うち翌年度へ繰り越すべき財

源は、繰越明許費繰越額５７３万５，０００円です。それを差し引きしますと、実質収支額

は８，３８３万６，４１２円となります。実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規

定による基金繰入額は５，０００万円としております。 

  １１２ページ以降は財産に関する調書、１１７ページは地方消費税交付金のうち社会保障

の財源となる経費１，５０７万６，０００円の充当先を記載しています。 

  以上で一般会計歳入歳出決算の概要説明を終わらせていただきます。 

議長（西 昭夫君） 決算審査の報告を求めます。坂本英人議会選出監査委員。 

監査委員（坂本英人君） それでは、提出いたしました令和４年度笠置町一般会計及び特別会

計歳入歳出決算審査意見書について御報告させていただきます。 

  さて、地方自治法第２３３条第２項の規定により、審査に付された令和４年度笠置町一般

会計及び特別会計歳入歳出決算についてですが、審査対象としまして、令和４年度笠置町一

般会計歳入歳出決算及び関係帳簿証書類をはじめ、笠置町国民健康保険特別会計を含む計

４特別会計の歳入歳出決算及び関係帳簿証書類、そして、その他関係帳簿及び台帳を審査い

たしました。 

  決算審査実施日といたしましては、令和５年８月３日、４日、そして、９日の計３日間と

し、町長、関係所属長並びにその課員、そして、総務財政課会計管理者に出席をしていただ

きました。 

  その総括意見といたしましては、令和４年度笠置町一般会計及び特別会計の歳入歳出決算

書及び決算書附属書類について、関係法令に準拠して作成されているかを確認し、各種帳簿、

証書類及び各課等から提示された関係書類と照合いたしました。 

  併せて、予算の執行状況及び決算の内容について、関係職員から説明を聴取し、審査した

結果、決算書、出納簿、歳入簿、出納証書類において整理され、会計処理上、おおむね適正

なものであったと認められます。 

  本町決算審査においては、定期監査と同様、履行した業務審査のみならず、その事業の有

効性や効率性等を監査することとしており、これまでも定期監査を実施した後、監査報告書

を通じて監査委員としての様々な意見等を発信していることから、以前に指摘した事項に対

する業務改善の是非についても併せて審査いたしました。 

  まず初めに、毎年度の決算審査で状況を伺っている私債権の問題について、担当課におい
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ては日々徴収事務に尽力され、昨年度以上の徴収実績があった旨の報告を受けています。大

変な苦労があることは重々承知しているものの、依然として過年度における滞納がいまだに

残り続けている現状があります。現在、債権管理条例の策定に向けたパブリックコメントの

聴取をする段階であるとのことでしたが、使用料等の納付は使用者の義務として必然的な側

面を有していることから、一定の条件の下で支払い義務を免除する本条例制定に伴い実施す

るパブリックコメントの必要性については、十分な庁内協議の上、公平性が損なわれること

のないよう進めていただきたい。 

  次に、笠置いこいの館については、毎年多額の費用を投じて施設を維持してきている経過

があります。これは、再開に向けた投資であり、必要経費であることは想像に難くありませ

んが、再開に至るまでの期間における施設の利活用については十二分に検討してください。

担当課においては、経費削減を念頭に置かれておりますが、最たる経費削減は一刻も早い営

業再開だという認識を持った上で、引き続き取り組んでいただきたい。 

  次に、職場における勤務関係や人材育成支援についても触れておきます。 

  まず、時間外勤務については前年度に引き続き注視いたしました。一般会計における前年

度の決算額が１，２０２万１，４９０円であったのに対し、本年度では８７５万

１，９７２円となり、３２６万９，５１８円の減となっています。過去２年の決算額を振り

返って見ても、おおよそ１，１００万円前後で推移していることを踏まえると、本年度の数

値については改善されていると評価できます。 

  本来、時間外勤務は業務の繁忙期や突発的な業務の発生等により、期限内の履行や業務の

緊急性を求められることなどから、やむを得ず職員が職務に当たらなければならないものと

して、所属長が課員に勤務を命令するものです。減少の要因としては、従前は総務財政課で

一括した予算措置を行っておりましたが、本年度より各課において時間外勤務に係る予算措

置を行ったことで、時間外勤務に対する意識づけや時間外勤務命令簿の取扱いを徹底したと

の報告がありました。 

  しかし、依然として時間外勤務が突出している部署が見受けられます。一部業務見直しを

図ったとのことでありましたが、マンパワー不足や業務量過多を執行部が認識しているので

あれば、職員配置や組織の見直し等により、職員への過重な負担を軽減しつつ、組織体制の

適正化・強化に努めていただきたい。時間外勤務が特定の部署に偏重する勤務環境では、職

員の健康やワーク・ライフ・バランスに影響を及ぼしかねません。 

  本件は、長年解決に至らなかった課題ですが、一歩ずつではあるものの改善してきていま
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す。総務財政課だけで思案するのではなく、全庁的に意見を出し合った上で適正化に向け、

引き続き尽力してください。 

  また、今回決算審査を進める中で各課の起案を確認してまいりましたが、相対的に仰裁に

伴うチェック体制が十分に機能していないのではないかと危惧される点が見受けられました。

重大な誤りが仰裁の過程において是正されることなく、決算審査の証書類として提出された

事案もありました。職員間でのフォローや職員を育てるという意識を持って仕事に向き合わ

ないことには、決して組織としての向上は見込めません。 

  現在、年代や役職別に様々な職員研修を実施していると聞いておりますが、研修内容をい

かに業務に生かしていくかが肝要です。新規採用職員が入庁した際には、起案や復命書の作

成方法等の基本的な研修を実施していただいていると思いますが、職員の資質に直結する問

題であることから、改めてこの点については留意していただきたい。 

  さて、決算審査は、これまでの定期監査の延長線上にあり、定期監査も含め、本決算審査

においても様々な意見をその都度付しています。 

  地方公共団体は、事務処理をするに当たっては、住民の福祉の増進と最少の経費で最大の

効果を挙げ、常に組織運営の合理化と規模の適正化を図らなければなりません。我々監査委

員は、そのような思いと職責から監査意見を付しているからこそ、いま一度、過去の定期監

査報告書にも目通ししていただき、監査意見を自身の業務に照らし合わせ、日常業務に活か

してください。 

  最後に、行政側が思い描く笠置町の将来像と住民ニーズを実現するため、財政状況や職員

体制と照らし合わせながら、目的を見据えて必要な事業を選択され、そこに職員一人一人が

笠置町への思いを持った上で主体的に行動することで、組織としての知見が集積されること

を忘れず、その成果を次年度予算に反映されることを望み、総括意見といたします。 

  一般会計に係る審査の結果において、決算数値については先ほど会計管理者が報告された

決算書記載の数値のとおりであります。これは、後ほど報告いたします特別会計についても

同様でございます。 

  一般会計における決算審査意見としては、まず、予算額と調定額の差について触れておき

ます。 

  決算書の歳入事項には、予算額と調定額、そして、収入済額等の費目が記載されています

が、従前から決算審査において予算額と調定額に大きな差額を生じさせているものが散見さ

れていたため指摘をしていました。歳入の過大評価は歳入欠陥を引き起こすとともに、歳出
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に伴わない極端な予算編成となり得ます。前年度においても、執行部側として、今までの徴

収実績に基づき、これらの費目を補正予算対応されており、適正な予算編成に取り組んでい

ただいております。本年度においては一部失念されていた費目もありますが、前年度から引

き続き適正な予算編成に努められていることから、一定の評価をさせていただきたいと思い

ます。以上です。 

議長（西 昭夫君） 本案につきましても、本日は提案理由の説明にとどめます。 

──────────────────────────────────── 

議長（西 昭夫君） 日程第１２、認定第２号、令和４年度笠置町国民健康保険特別会計決算

認定の件を議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。町長。 

町長（中 淳志君） 認定第２号、令和４年度笠置町国民健康保険特別会計決算認定の件につ

いて、提案理由を申し上げます。 

  令和４年度笠置町国民健康保険特別会計については、歳入総額２億９，６０２万

３，０７３円、歳出総額２億５，６７１万２，０８０円、歳入歳出差引額及び実質収支額と

もに３，９３１万９９３円となっております。 

  保険税の徴収率は９３．５％と、昨年度から２．５％増加しております。 

  御審議いただき、ご審議賜りますようお願い申し上げます。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） 概要説明を求めます。会計管理者。 

会計管理者（増田紀子君） それでは、令和４年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算につい

て、概要説明をさせていただきます。 

  まずは歳入から説明いたしますので、決算書の１ページを御覧ください。 

  なお、参考資料は５ページとなっております。 

  国民健康保険税２，４４６万５，０００円、２，５３５万７，９７６円、２，３７０万

５，８１６円、２７万５５６円、１３８万１，６０４円。 

  使用料及び手数料１万円、調定額、収入済額ともに１万８，２００円。 

  国庫支出金１，０００円。 

  府支出金１億９，７１５万１，０００円、調定額、収入済額ともに１億９，９９２万円。 

  財産収入２，０００円、調定額、収入済額ともに１，７２０円。 

  繰入金１，２６５万４，０００円、調定額、収入済額ともに１，１４３万６，２５６円。 

  繰越金３，０３７万円、調定額、収入済額ともに６，０５２万９，５４８円。 
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  諸収入１０万１，０００円、調定額、収入済額ともに４１万１，５３３円。 

  歳入合計は２億６，４７５万４，０００円、２億９，７６７万５，２３３円、２億

９，６０２万３，０７３円、２７万５５６円、１３８万１，６０４円となります。 

  次に、歳出の説明に移らせていただきますので、３ページを御覧ください。 

  なお、参考資料は歳入同様５ページとなっております。 

  総務費２０９万１，０００円、１６７万１，５０４円、４１万９，４９６円。 

  保険給付費１億８，６１７万２，０００円、１億７，８７１万３，０２７円、７４５万

８，９７３円。 

  国民健康保険事業費納付金４，４９３万７，０００円、４，４９３万５，５５４円、

１，４４６円。 

  保健施設費１４５万２，０００円、１３３万３，４７５円、１１万８，５２５円。 

  基金積立金３，０００万２，０００円、３，０００万１，７２０円、２８０円。 

  諸支出金１０万円、５万６，８００円、４万３，２００円。 

  歳出合計は２億６，４７５万４，０００円、２億５，６７１万２，０８０円、８０４万

１，９２０円となります。 

  続いて、１９ページを御覧ください。 

  実質収支に関する調書です。 

  歳入総額が２億９，６０２万３，０７３円、歳出総額が２億５，６７１万２，０８０円、

歳入歳出差引額は３，９３１万９９３円、翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、実

質収支額は３，９３１万９９３円となります。 

  以上で国民健康保険特別会計歳入歳出決算の概要説明を終わらせていただきます。 

議長（西 昭夫君） 決算審査の報告を求めます。坂本英人議会選出監査委員。 

監査委員（坂本英人君） 国民健康保険特別会計についての決算審査意見を御報告いたします。 

  本年度の国民健康保険税の収納率は９３．５％となり、前年度収納率９１％より増となり

ました。前年度の収納率より増となっていることについては、日頃より徴収業務に尽力され、

滞納業務を受け持つ京都地方税機構との連絡調整が十分に図られているものと思われます。

また、未収納者が役場に来庁された際に、新たな収納促進の一環として声かけをされている

ことは、個人情報等には十分配慮が必要ではありますが、一つの対策としては評価をさせて

いただきます。 

  相互扶助制度で成り立っている保険制度であることを納税者に理解してもらうことを促し
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ながら、今後も引き続き徴収努力をされることを期待いたします。 

  次に、当町の被保険者の健診受診率は前年度が１５．３％であったのに対し、本年度は

２９．１％であり、１３．８ポイント上昇しており、改善が見受けられますが、依然として

府の水準である３４．４％、国の水準である３７．１％には達しておりません。 

  今後は受診率を高める施策として、健診費用の無償化等も行うと伺っています。また、既

に個別健診の受診可能機関を町内の医療機関だけではなく、相楽郡及び木津川市の医療機関

にまで広域化されていることから、引き続き、広報活動や受診率向上に資する施策の展開を

進められることに期待いたします。以上です。 

議長（西 昭夫君） 本案につきましても、本日は提案理由の説明にとどめます。 

──────────────────────────────────── 

議長（西 昭夫君） 日程第１３、認定第３号、令和４年度笠置町簡易水道特別会計決算認定

の件を議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。町長。 

町長（中 淳志君） 認定第３号、令和４年度笠置町簡易水道特別会計決算認定の件について、

提案理由を申し上げます。 

  令和４年度笠置町簡易水道特別会計については、歳入総額６,４０６万２，３２９円、歳

出総額６，２２２万７，４７８円、歳入歳出差引額１８３万４，８５１円、翌年度へ繰り越

すべき財源８万７，０００円、実質収支額は１７４万７，８５１円となり、地方自治法第

２３３条の２の規定により、基金に積み立てる額は９０万円となっております。 

  水道使用料の現年度の徴収率は９９．９％、滞納分の納付も増加しており、納付意識の向

上につながっております。 

  ご審議いただき、御承認賜りますようお願い申し上げます。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） 概要説明を求めます。会計管理者。 

会計管理者（増田紀子君） それでは、令和４年度簡易水道特別会計歳入歳出決算について、

概要説明をさせていただきます。 

  まずは、歳入から説明いたします。 

  決算書の１ページを御覧ください。 

  なお、参考資料は６ページとなっております。 

  分担金及び負担金２０万９，０００円。 

  使用料及び手数料２，５７６万円、２，７８８万８，６９８円、２，５７７万
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６，４８１円、２１１万２，２１７円。 

  財産収入１，０００円、調定額、収入済額ともに３２１円。 

  繰入金、予算現額、調定額、収入済額ともに２，９６２万１，０００円。 

  繰越金２１６万４，０００円、調定額、収入済額ともに２１６万４，４７３円。 

  諸収入１，０００円、調定額、収入済額ともに５４円。 

  企業債１，５６０万円、調定額、収入済額ともに６５０万円。 

  歳入合計は７，３３５万６，０００円、６，６１７万４，５４６円、６，４０６万

２，３２９円、２１１万２，２１７円となります。 

  次に、歳出の説明に移らせていただきますので、３ページを御覧ください。 

  参考資料は歳入と同様６ページとなっております。 

  総務費１，１８１万７，０００円、１,１６８万２，１４６円、１３万４，８５４円。 

  衛生費４，２０２万９，０００円、３，１１３万２，１０２円、８９８万７，０００円、

１９０万９，８９８円。 

  公債費１，９４１万３，２３１円、１，９４１万３，２３０円、１円。 

  予備費、予算現額、不用額ともに９万６，７６９円。 

  歳出合計は７，３３５万６，０００円、６，２２２万７，４７８円、８９８万

７，０００円、２１４万１，５２２円となります。 

  続いて、１３ページを御覧ください。 

  実質収支に関する調書です。 

  歳入総額が６，４０６万２，３２９円、歳出総額が６，２２２万７，４７８円、歳入歳出

差引額は１８３万４，８５１円、翌年度へ繰り越すべき財源は繰越明許費繰越額８万

７，０００円、それを差引きしますと実質収支額は１７４万７，８５１円となります。実質

収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額は９０万円としております。 

  以上で簡易水道特別会計歳入歳出決算の概要説明を終わらせていただきます。 

議長（西 昭夫君） 決算審査の報告を求めます。坂本英人議会選出監査委員。 

監査委員（坂本英人君） 簡易水道特別会計についての決算審査意見を御報告いたします。 

  総括意見の内容と重複しますが、依然として滞納繰越しとなっている水道使用料のうち、

債務者との折衝が不能になったもの等の処分については債権管理条例の制定等、引き続き検

討してください。 

  一方で、令和６年４月から開始される公営企業会計法適用化に向け、令和４年度から法適
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用化移行作業を実施していますが、水道事業は、将来にわたり住民生活に必要なサービスを

安定的に提供していく役割を担うとともに、水道使用料等で経費を賄う点で企業性を発揮す

ることが求められます。その中で、人口減少等による水道使用料の減少や施設の老朽化に伴

う更新需要の増大等で経営環境が一層厳しさを増すことから、これまで以上に経営基盤の強

化と財政マネジメントを図ることが必要と考えられます。そのため、法適用化により、その

スキームや適用プロセスの理解を十分に深め、移行作業を円滑に進めることができるようお

願いいたします。 

  他の自治体と連携した水道技術者の知識の継承や配水管の連結、業務の広域発注による経

費削減等、住民から信頼される安定的かつ安心で安全な飲料水供給事業となるよう、これか

らも尽力してください。以上です。 

議長（西 昭夫君） 本案につきましても、本日は提案理由の説明にとどめます。 

──────────────────────────────────── 

議長（西 昭夫君） 日程第１４、認定第４号、令和４年度笠置町介護保険特別会計決算認定

の件を議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。町長。 

町長（中 淳志君） 認定第４号、令和４年度笠置町介護保険特別会計決算認定の件について、

提案説明を申し上げます。 

  令和４年度笠置町介護保険特別会計については、歳入総額３億２，０６１万２，５６６円、

歳出総額３億２５８万２，１５１円、歳入歳出差引額及び実質収支額ともに１，８０３万

４１５円となっております。 

  保険給付費が約２億７，０００万円と、歳出全体の９０％を占めております。 

  御審議いただき、御承認賜りますようお願い申し上げます。以上です。 

議長（西 昭夫君） 概要説明を求めます。会計管理者。 

会計管理者（増田紀子君） それでは、令和４年度介護保険特別会計歳入歳出決算について、

概要説明をさせていただきます。 

  まずは、歳入から説明いたしますので、決算書の１ページを御覧ください。 

  なお、参考資料は７ページとなっております。 

  保険料５，３９１万６，０００円、４，９４４万１，８２０円、４，９２０万

９，１４０円、１１万３，５９０円、１１万９，０９０円。 

  使用料及び手数料５，０００円、調定額、収入済額ともに４，２００円。 
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  国庫支出金７，２０８万１，０００円、調定額、収入済額ともに８，４０８万６０６円。 

  支払基金交付金７，７１０万２，０００円、調定額、収入済額ともに７，３８４万

９，０００円。 

  府支出金４，３２７万１，０００円、調定額、収入済額ともに４，０３６万２，２３３円。 

  財産収入１，０００円、調定額、収入済額ともに１９８円。 

  繰入金４，９７５万５，０００円、調定額、収入済額ともに４，７３５万８，８１１円。 

  繰越金２，３４６万２，０００円、調定額、収入済額ともに２，３４６万２，４９６円。 

  諸収入８８万７，０００円、調定額、収入済額ともに２２８万５，８８２円。 

  歳入合計は３億２，０４８万円、３億２，０８４万５，２４６円、３億２，０６１万

２，５６６円、１１万３，５９０円、１１万９，０９０円となります。 

  続いて、歳出の説明に移らせていただきますので、３ページを御覧ください。 

  参考資料は歳入と同じ７ページとなっております。 

  総務費１８９万７，０００円、１７２万３，４９７円、１７万３，５０３円。 

  保険給付費２億８，１５３万円、２億６，８９０万４，８６５円、１，２６２万

５，１３５円。 

  地域支援事業費２，０７２万５，０００円、１，８５５万６，７２６円、２１６万

８，２７４円。 

  公債費ゼロ。 

  予備費、予算現額、不用額ともに１００万円。 

  諸支出金９６８万４，０００円、７７５万３，８６５円、１９３万１３５円。 

  基金積立金５６４万４，０００円、５６４万３，１９８円、８０２円。 

  歳出合計は３億２，０４８万円、３億２，０５８万２，１５１円、１，７８９万

７，８４９円となります。 

  次に、２３ページを御覧ください。 

  実質収支に関する調書です。 

  歳入総額が３億２，０６１万２，５６６円、歳出総額が３億２５８万２，１５１円、歳入

歳出差引額は１，８０３万４１５円です。翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、実

質収支額は１，８０３万４１５円となります。 

  以上で介護保険特別会計歳入歳出決算の概要説明を終わらせていただきます。 

議長（西 昭夫君） 決算審査の報告を求めます。坂本英人議会選出監査委員。 
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監査委員（坂本英人君） 介護保険特別会計についての決算審査意見を御報告いたします。 

  介護を取り巻く諸問題は、高齢者が高齢者を介護する家族環境はもとより、介護従事職員

の人材不足までもが問題視されています。 

  当町における介護保険給付費は増え続けており、介護保険制度そのものの不安要素が全域

に及んでいる昨今において、いかに安定的な介護施策を打ち出すことができるかが課題とな

っております。そこには、笠置町としての地域特性を反映した介護予防事業や健康増進事業

などが不可欠となりますが、第９次高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画に基づき、当

該計画の基本理念である「みんなの力で、生涯いきいきと安心して助け合って暮らせるまち

の実現」、それに向けて取組を推進してください。以上です。 

議長（西 昭夫君） 本案につきましても、本日は提案理由の説明にとどめます。 

──────────────────────────────────── 

議長（西 昭夫君） 日程第１５、認定第５号、令和４年度笠置町後期高齢者医療特別会計決

算認定の件を議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。町長。 

町長（中 淳志君） 認定第５号、令和４年度笠置町後期高齢者医療特別会計決算認定の件に

ついて、提案説明を申し上げます。 

  令和４年度笠置町後期高齢者医療医療特別会計については、歳入総額６，７９３万

９，１３２円、歳出総額６，７２３万８，４７３円、歳入歳出差引額及び実質収支額ともに

７０万６５９円となっております。 

  ７５歳以上の方の医療制度として、後期高齢者医療広域連合での事業実施に対する納付金

が主な内容となっております。 

  御審議いただき、御承認賜りますようお願い申し上げます。以上です。 

議長（西 昭夫君） 概要説明を求めます。会計管理者。 

会計管理者（増田紀子君） それでは、令和４年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につ

いて、概要説明をさせていただきます。 

  まずは、歳入から説明いたしますので、決算書の１ページを御覧ください。 

  なお、参考資料は８ページとなっております。 

  後期高齢者医療保険料２，５０９万４，０００円、２，３４５万６，８９１円、

２，３３２万９，０３９円、３万１，６８７円、９万６，１６５円。 

  使用料及び手数料６，０００円、調定額、収入済額ともに２，３００円。 
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  繰入金４，４４１万５，０００円、調定額、収入済額ともに４，３３５万８，４０７円。 

  繰越金７７万６，０００円、調定額、収入済額ともに７７万６，３１０円。 

  諸収入７２万円、調定額、収入済額ともに４７万３，０７６円。 

  歳入合計は７，１０１万１，０００円、６，８０６万６，９８４円、６，７９３万

９，１３２円、３万１，６８７円、９万６，１６５円となります。 

  続いて、歳出の説明に移らせていただきますので、３ページを御覧ください。 

  参考資料はそのまま８ページを御覧ください。 

  総務費２５万円、１４万４，６５０円、１０万５，３５０円。 

  後期高齢者医療広域連合納付金６，８２８万円、６，５１６万３，９３４円、３１１万

６，０６６円、諸支出金８４万８，０００円、５６万３４３円、２８万７，６５７円。 

  保健事業費１５３万３，０００円、１３６万９，５４６円、１６万３，４５４円。 

  予備費、予算現額、不用額ともに１０万円。 

  歳出合計は７，１０１万１，０００円、６，７２３万８，４７３円、３７７万

２，５２７円となっております。 

  続いて、１３ページを御覧ください。 

  実質収支に関する調書です。 

  歳入総額が６，７９３万９，１３２円、歳出総額が６，７２３万８，４７３円、歳入歳出

差引額は７０万６５９円です。翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、実質収支額

は７０万６５９円となります。 

  以上で後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の概要説明を終わらせていただきます。 

議長（西 昭夫君） 決算審査の報告を求めます。坂本英人議会選出監査委員。 

監査委員（坂本英人君） 後期高齢者医療特別会計についての決算審査意見を御報告いたしま

す。 

  後期高齢者医療制度の業務に関しては、広域連合と市町村は後期高齢者医療に関する事務

をそれぞれ分担しており、市町村としてはその保険料の徴収を担っております。本年度の保

険料収納率は９９．５％となり、前年度の収納率９９．３％より微増となっております。他

の会計同様に、引き続き保険料徴収に尽力してください。 

  また、後期高齢者医療広域連合による総合的かつ計画的な事務の管理と執行が図られてい

るとは思いますが、７５歳以上の高齢者の医療を支える後期高齢者医療制度として単体で考

えるのではなく、住民の健康回復・増進事業の促進を図ることとして、国民健康保険制度や
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介護保険制度との連携に努め、福祉制度の向上につなげていただきたい。以上であります。 

議長（西 昭夫君） 本案につきましても、本日は提案理由の説明にとどめます。 

──────────────────────────────────── 

議長（西 昭夫君） これで本日の会議を閉じます。 

  以上で本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれにて散会します。 

  第２日目は９月２８日に午前９時３０分から会議を開きますので、御参集願います。通知

は省略します。 

  本日は御苦労さまでした。 

散  会   午前１１時５３分 

 


